
東京慈恵会医科大学利益相反マネジメント・ポリシー 

 

制定 平成２１年６月２５日 

 

１．目的 

東京慈恵会医科大学（以下、「本学」という。）は、明治１４年（１８８１年）５月１日、

学祖・高木兼寛による創立以来、「病気を診ずして 病人を診よ」をモットーに、「病める

人を全人的に診る医療」を実践し、我が国の医学・医療に貢献してきた。本学の使命は医学

の教育・研究および診療にあるが、近年、医学・医療の進歩と発展のために産官学の連携に

よる研究成果を社会へ還元することが求められている。また、教職員は行政・立法に関して、

専門的見地から助言し委員会などへの参加が期待されている。本学はこれらの期待に応え、

産官学連携を積極的に進めていく必要がある。本学はこの連携活動に携わる教職員の意思を

尊重すると共に、教職員が産官学連携活動を適切に遂行できるよう、ここに利益相反マネジ

メント・ポリシーを制定する。 

 

２．利益相反マネジメントの基本的な考え方 

本学は、教職員が研究成果や知的財産を産官学連携活動を通して社会に還元することを積

極的に推進する。本学はこのような産官学連携括動において発生し得る利益相反に関して、

本学のインテグリティー維持の観点から以下に掲げる基本的な方針に沿って行動する。 

（１）本学は、知的財産を創造し、その成果を社会に還元することにより社会貢献をする。

このために、積極的に産官学連携活動を進める。 

（２）産官学連携活動の過程で付随的に生じ得る利益相反を適切にマネジメントするための

体制を整備する。 

（３）適切な情報開示とマネジメントにより、産官学連携活動の透明性を確保する。また、

本学が社会への説明責任を果たすことにより、本学に対する社会からの信頼を得る。 

（４）本学の利益相反マネジメントは、教職員等の産官学連携活動を制約するものではなく、

教職員等の自主性を最大限尊重するものである。同時に、本学のインテグリティーの

確保と、教職員等が安心して産官学連携活動に取り組める環境を整備するためのもの

である。 

 

３．利益相反の概念規定 

本ポリシーで規定する利益相反とは次に掲げる狭義の利益相反および責務相反を含むもの

とする。 

利益相反（広義）（ア） 
利益相反（狭義）（イ） 

責務相反（ウ） 

個人としての利益相反（エ） 

本学（組織）としての利益相反（オ）

 

 

  

 



  (ア)広義の利益相反 

     狭義の利益相反（イ）と責務相反（ウ）の双方を含む概念 

   (イ)狭義の利益相反 

     教職員等又は本学が産学官連携活動に伴って得る利益（実施料収入、兼業報酬、未公

開株式等）と、教育・研究という本学における責任が衝突・相反している状況 

   (ウ)責務相反 

     教職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、本学における職

務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態 

   (エ)個人としての利益相反 

     狭義の利益相反のうち、教職員等個人が得る利益と教職員等個人の本学における責任

との相反 

   (オ)本学（組織）としての利益相反 

     狭義の利益相反のうち、本学組織が得る利益と本学組織の社会的責任との相反 

 

   狭義の利益相反と責務相反の異同 

どちらも本学における責任の遂行が問題となる点は同じであるが、その要因が「企業等か

ら得る利益」である場合には狭義の利益相反、「企業等に対して負う責任(責務)」である

場合には責務相反、と区別する。 

 

４．利益相反マネジメント体制 

 （１）利益相反管理委員会の設置 

①本学の機関として利益相反管理委員会を設置する。 

②利益相反管理委員会の委員は、学長が任命する。 

③利益相反問題を未然に防ぐために、利益相反相談窓口を設ける。 

④各講座・研究部門・診療部等の責任者は教職員等が利益相反の問題を起こさないように

指導する。 

⑤利益相反管理委員会は、本ポリシーに違反する教職員の利益相反行為に対して、教職員

の自己申告や本人との面談等の調査に基づき、法令、本学の規則、本ポリシー、利益相

反管理委員会の審査先例等に従い、大学の措置の原案を作成する。 

 （２）産官学連携に携わる教職員による情報の開示 

   ①産官学連携に携わる教職員は、産官学連携における利益相反の状況を本学が把握するた

めに、利益相反管理委員会の求めにより、所定の様式に従い、利益相反管理委員会に提

出する。 

 

５．利益相反に関する審査及び審査結果に対する不服申立て  

①利益相反管理委員会は教職員等からの開示情報に基づき、利益相反状況を審査する。 

②利益相反に該当する行為が懸念される時は、当該教職員等への事情聴取を行い、改善を要



する場合は、その旨勧告する。  

③利益相反管理委員会の審査に不服がある場合は、教職員は再度、利益相反管理委員会に

審議を求めることができる。  

 

６．教職員等への啓発  

①教職員等に対し利益相反に関する理解と意識の向上を図る。  

②利益相反相談窓口を設け、教職員が相談できる体制にする。  

 

７．見直しの実施  

国内外の経済社会情勢の変化、産学官連携活動の態様の変化、利益相反問題の事例蓄積状況

等に応じて、本ポリシーの適宜見直しを実施する。 

 

附 則 

 本マネジメント・ポリシーは平成２１年７月 １日より施行する。 

 

 


